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2 2 北 総 総 第 1 1 7 1 号 

平成 22 年 4 月 15 日区長決裁 

 

（設置目的） 

第 1 条 東京都北区新庁舎建設基本構想（以下「基本構想」という。）の策定に

あたり、必要な事項を検討及び協議するため、東京都北区新庁舎建設基本構

想検討会（以下「検討会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第 2 条 検討会は、新庁舎建設に向けた基本構想に必要な事項について検討及

び協議を行い、区長に基本構想案を提案するものとする。 

 

（組織） 

第 3 条 検討会は、委員 22 名以内をもって組織する。 

2 委員は次の各号に掲げる者のうちから区長が委嘱または任命する委員をも

って構成する。 

 （1） 学識経験者 4 名以内 

 （2） 区議会議員 5 名以内 

 （3） 区民    7 名以内 

 （4） 区職員   6 名以内 

 

（委員の任期） 

第 4条 委員の任期は、委員委嘱から基本構想案を区長に提案するまでとする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第 5 条 検討会に委員長及び副委員長を置く。 

2 委員長は、委員の互選により選出する。 

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

4 副委員長は、委員の中から委員長が指名する者をもって充てる。 

5 副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

（会議の招集） 

第 6 条 検討会は、委員長が招集する。 

2 前項に定めるもののほか、検討会の運営については、委員長が定める。 
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（小委員会） 

第 7 条 委員長は、所掌事項に関する調査又は検討を行わせるため、小委員会

を置くことができる。 

2 小委員会は、会長が指名する委員をもって組織する。 

 

（委員以外の者の出席） 

第 8 条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を検討会に出席

させて、意見を述べさせ、又は説明をさせることができる。 

 

（事務局） 

第 9 条 検討会の事務局は、総務部総務課に置く。 

 

（委任） 

第 10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。 

 

  付 則 

 

  この要綱は、平成 22 年 5 月 1 日から施行する。 
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区分 氏名 ふりがな H22 H23

学
識
経
験
者 

【委員長】首都大学東京名誉教授 髙見澤邦郎 たかみざわ くにお ○ ○

【副委員長】首都大学東京大学院教授 大杉 覚 おおすぎ さとる ○ ○

日本女子大学住居学科教授 篠原聡子 しのはら さとこ ○ ○

中央大学文学部教授 山田昌弘 やまだ まさひろ ○ ○

区 
 

民 

木下崇子 きのした たかこ ○ ○

黒田美架 くろだ みか ○ ○

髙木 彰 たかぎ あきら ○ ○

田辺恵一郎 たなべ けいいちろう ○ ○

根木真代 ねき まさよ ○ ○

林 一惠 はやし かずえ ○ ○

吉野佳世 よしの かよ ○ ○

北
区
議
会
議
員 

青木博子 あおき ひろこ  ○

大畑 修 おおはた おさむ ○ ○

金子 章 かねこ あきら ○  

小池 たくみ こいけ たくみ ○  

土屋 敏 つちや さとし ○  

椿 くにじ つばき くにじ  ○

野々山 研 ののやま けん ○ ○

北
区
職
員 

地域振興部長 井手孝一 いで こういち  ○

地域振興部長（23 年度区民部長） 越阪部和彦 おさかべ かずひこ ○ ○

区民部長 風間秀樹 かざま ひでき ○  

まちづくり部長 佐藤佐喜子 さとう さきこ  ○

政策経営部長 清正浩靖 せいしょう ひろやす ○  

危機管理室長 伊達良和 だて よしかず ○ ○

総務部長 谷川勝基 たにがわ かつき ○ ○

まちづくり部長 三浦 隆 みうら たかし ○  

政策経営部長 依田園子 よりた そのこ  ○

＊敬称略    

＊五十音順 
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◆東京都千代田区役所 庁舎概要（平成 19 年 2 月完成） 

敷地面積 4,258.5 ㎡ 
建築面積 約 2,600 ㎡ 
延床面積 約 60,000 ㎡のうち 

区所有床面積約 24,500 ㎡（区所有分） 
構  造 鉄筋造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造） 
階  数 地上 23 階、地下 3 階 

 
 
 
＜千代田区役所 フロア構成＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 階
区民ホール、パン工房

2 階
窓口フロア 

3～6 階  

執務フロア 

7～8 階  

議場フロア 

9～10 階  

図書館 

11～23 階 
 

国合同庁舎 
 

■窓口フロア（2 階） 
各種証明書の交付や、転入・転出

の際の様々な手続を一カ所の窓口で

完結させる、ワンストップサービス

を実現しています。 

■区民ホール（1 階） 
普段はサロンやギャラリーとして、誰もが憩い交流できる

オープンなスペースとなっています。また、さまざまなイベ

ントや講演会の会場としても多目的に活用できます。 
 

■議場フロア（7～8 階） 
議場は、区議会で使用するだ

けでなく、ミニコンサートや映

画会など多目的に利用できるよ

うに映像や音響設備を備えてい

ます。 
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◆茨城県つくば市役所 庁舎概要（平成 22 年 3 月完成） 
敷地面積 約 90,000 ㎡ 
建築面積 建築本体：6,192 ㎡ 
延床面積 建築本体：21,004 ㎡ 
構  造 鉄筋コンクリート造（PC 造）、 

一部鉄骨造免震構造 
階  数 地上 7 階 

 
 
＜つくば市役所フロア構成＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1～2 階  

窓口フロア 

3～5 階 
 

執務フロア 
 

6 階  

議会フロア 

議場 

エントランス 

執務室 

1 階窓口 

■窓口フロア（1～2 階） 
エントランスロビーは、1～2 階が

一体となった明るく見通しがよい吹

抜空間とし、吹き抜けを介し窓口部

門や会議室を集中させることで市民

の利便性を高め、市民交流の場所と

しても利用できる計画となっていま

す。 

■執務フロア（3～5 階） 
執務スペースは、ワンルーム

型とし、執務レイアウトの自由

度を高め、将来的な組織変更に

も柔軟に対応できる空間にな

っています。 

■議会フロア（6 階） 
傍聴ロビーをエレベーター

近くに配置し、議場への動線を

バリアフリー化することで、傍

聴者に利用しやすい計画にな

っています。 
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日 時：平成 22 年 11 月 10 日（水）16時 30 分～18 時 00 分 

見学順路： 

①第一庁舎 5 階 議場 

②第一庁舎地下 機械室  

③第一庁舎地下 休日・夜間窓口 

④第一庁舎地下 電気室 

⑤別館前 

⑥第四庁舎前 

⑦第三庁舎前 

⑧第二庁舎 保育課前 

⑨第二庁舎 王子区民事務所 

⑩第一庁舎 1階 高齢福祉課前 

⑪第一庁舎 1階 戸籍住民課前 

⑫第一庁舎 2階 国保年金課前 

⑬第一庁舎 2階 子育て支援課前 

⑭第一庁舎 2階 防災課前 

⑮第一庁舎 2階 税務課前 

⑯第一庁舎 4階 第二委員会室 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

参考資料 4        現庁舎見学会 

＜① 議場と傍聴席を視察＞ 

＜⑩ バリアフリーの状況を確認（庁舎出入口）＞

＜⑭ 執務室の状況を確認（防災課）＞ 

＜⑪バリアフリーの状況を確認（戸籍住民課前）＞ 
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